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伝統を生かし、創造性をつちかい、文化のまちをつくります

未来の高校球児！ 小学生ピッチャーが、始球式で投球
７月12日　第97回全国高等学校野球選手権静岡県大会 裾野球場始球式
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次回の発行日は、９月１日㈫です。

今号は、「議会だより」が綴じ込みされています。



９月１日は「防災の日」です
家族みんなで突発型地震発生時の対応を確認しましょう

危機管理課
995-1817

特集１

　９月１日㈫に、大規模地震の発生を想定した防災訓練
を計画している自主防災会があります。家庭内や地域の
訓練に参加し、災害時の避難行動などを身につけて、突
発型地震発生時の防災知識を深めましょう。

突発型地震発生時の対応

自宅にいるとき 
①身の安全を守る
・�テーブルの下に身を隠しましょう。
・�屋根瓦やガラスの破片が、落ちてくることがあり
ます。慌てて、外に飛び出さようにしましょう。
②脱出口を確保
・�大きな揺れで、ドアや窓が開かなくなることがあ
ります。揺れの合間をみて、ドアや窓を開け、逃
げ口を確保しましょう。
③火の始末
・�揺れが小さいときは、すぐに火を消しましょう。
・�揺れが激しいときは、揺れが収まってから火を消
しましょう。
・�ガスの元栓は確実に閉めましょう。
・�電気のブレーカーは切りましょう。
④揺れが収まっても油断しない
・�家族の安全を確認しましょう。
・�大きな地震の後、余震に注意しましょう。
・�ラジオ、テレビ、同報無線などから正しい情報を
得ましょう。

避難時の服装 
・�肌を露出しないように長袖、長ズボンを着用しま
しょう。
・�ヘルメットや防災ずきんなどで頭を保護しましょう。
・�ガラスの破片や釘などでケガをすることを防ぐた
め、靴は底の厚く、履き慣れたものにしましょう。
・�軍手を着用しましょう。
・�荷物は、両手が使えるように背負えるものにしま
しょう。

避難するとき 
・�避難する前に、火の元を確認し、電気のブレーカー
を切って避難しましょう。
・�避難先や安否情報を書いた連絡メモを残して避難
しましょう。
・�車での避難は、緊急車両の通行を妨げることにな
ります。徒歩で避難しましょう。
・�指定された避難地、避難所へ避難しましょう。
・�狭い路地、塀際、崖や川べりはできるだけ通らず
に避難しましょう。

県トラック協会東部支部と
災害時支援協定を締結

　市では、災害が起きたとき、各避難所などに防災用
備蓄資機材や救援物資の搬送活動が迅速に行えるよう
に、６月 29日㈪に「災害時における支援協力に関す
る協定」を締結しました。
◆協定の主な内容
・�市が管理する防災用備蓄資機材を避難所などへ配送
・�市が管理する支援物資を避難所などへ配送
・�市が管理する支援物資の一時保管
・�市が指定する物資集積所における支援物資の仕分け
業務

外出しているとき 
①街頭では
・�カバンなどで頭を保護し、近くの空き地などに避
難しましょう。
②地下街では
・�身を低くして、壁際に身を寄せましょう。
・�暗闇でも、壁伝いに移動すれば出入口にたどり着
くことができます。冷静に行動しましょう。
③デパート・スーパーでは
・�陳列ケースや商品棚から離れましょう。
・�柱のそばや壁際などに身を寄せ、揺れが収まるの
を待ちましょう。
・�エレベーターは使用せず、階段で避難しましょう。
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プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ－０」
木造住宅の耐震診断は無料・耐震補強計画と工事には補助金

まちづくり課
995-1856

特集２

　駿河トラフ・南海トラフ沿い地震や相模トラフ沿い
地震の発生が予測されます。市では、建築物の倒壊か
ら人命を守るため、昭和 56年５月以前に建築された
木造住宅の耐震化を進めるため支援を行っています。
「ＴＯＵＫＡＩ－０」を積極的に利用してください。
　対象となる木造住宅に住んでいる方は、無料で専門
家の耐震診断が受けられます。皆さんが、安心して暮
らすために必要な耐震診断です。
※診断後に補強工事を義務付けるものではありません。

◆耐震補強助成と併用が可能な助成制度
　市住宅建設等促進事業
　耐震補強と併せてリフォーム工事を行う場合に補助
が受けられます。（工事代金10％、上限20万円）
商工会　☎ 992-0057

耐震改修促進税制（所得税・固定資産税）
　ＴＯＵＫＡＩ－０の耐震補強を行った方は、税金（所
得税・固定資産税）の優遇が受けられます。
所得税 ▶ 沼津税務署　☎ 922-1560
固定資産税 ▶ 課税課　☎ 995-1809

耐
震
診
断
か
ら
補
強
工
事
ま
で
の
流
れ

Ｔ
ト ウ カ イ
ＯＵＫＡＩ［東海

倒壊］－０　地震に強いわが家にしよう！！
耐震診断は無料　設計や耐震補強工事には補助金が出ます

※対象は昭和56年５月以前の木造住宅です。

電話一本で市が派遣する専門家による耐震診断を無料で受けることができます。

まちづくり課に電話で申し込みください。

【補助額】費用の２／３以内（上限 96,000 円／戸）
※高齢者（65歳以上）のみの世帯は無料（上限144,000円／戸）
どこをどのように補強するか検討して、「耐震補強計画」を作成し、補強のた
めの工事費を算出します。
知り合いなどの工務店や建築士の方に相談してください。
誰に頼んで良いかわからないときは、まちづくり課にある名簿をご覧ください。

【補助額】50 万円／戸
※高齢者（65歳以上）のみの世帯、障がいのある方などと同居の世帯は70万円
補助金交付決定前に工事着手をすると補助金がもらえないのでご注意ください。
知り合いなどの工務店や建築士の方に相談してください。
誰に頼んで良いかわからないときは、まちづくり課にある名簿をご覧ください。

ステップ１
専門家の
耐震診断
【無料】

ステップ２

耐震補強
工事の設計

ステップ３

耐震
補強工事
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平成28年度　市立幼稚園の入園児を募集
申込受付期間：９月２日㈬～７日㈪

特集３

　平成28年度の市立幼稚園の入園児を募集します。
申込期間は９月２日㈬から７日㈪までです。保護者の
方は、忘れずにお申し込みください。
　また、平成28年度から、子ども・子育て新制度に
基づき、幼稚園の利用者負担額（保育料）が変わります。
詳しくは、広報すその７月15日号をご覧ください。

３歳から４歳までが入園可
　申込時に市に住民登録があり、次の年齢に該当する
幼児が入園できます。

３歳児
平成 24年４月２日から平成 25年４月
１日までに生まれた幼児

４歳児
平成 23年４月２日から平成 24年４月
１日までに生まれた幼児

５歳児
平成 22年４月２日から平成 23年４月
１日までに生まれた幼児

３歳児の募集人員は 160人
　４・５歳児は、原則として申し込みをした方を受け
入れます。３歳児の募集人員は次のとおりです。
○いずみ幼稚園／ 40人
○西 幼 稚 園／ 24人
○深 良 幼 稚 園／ 24人
○富岡第一幼稚園／ 24人
○富岡第二幼稚園／ 24人
○須 山 幼 稚 園／ 24人

入園の申し込み
　平成 28年度の申し込みから、通園区域を市内全域
としました。新規に入園する園児については、従来の
中学校区に準じた地区によらず、市内の全幼稚園に申
し込むことができます。
申込書配布・受付期間／９月２日㈬～７日㈪
　※土・日を除く　受付時間▶９時～ 16時
ところ／入園を希望する幼稚園
申�込方法／申込書に必要事項を記入し、提出してくだ
さい。

定員を超えると抽選で決定
　各幼稚園とも年齢別の定員を超えた場合は、抽選で
入園児を決定します。入園抽選会は９月 18日㈮の午
前に市民文化センターで行います。抽選の有無は、各
幼稚園の入口などに９月 10 日㈭から 17 日㈭まで掲
示します。

入園面接を実施
　各幼稚園で入園面接を行います。４・５歳児は、申
込時に日程を予約してください。３歳児の日程は下表
のとおりです。いずみ幼稚園・西幼稚園・富岡第一幼
稚園は、定員を超える申し込みが予想されるので、抽
選会終了後に該当する日時をお知らせします。そのほ
かの幼稚園は、申込時に予約してください。

幼稚園名 日　程
いずみ幼稚園
☎992-1683 10月15日㈭・16日㈮

西幼稚園
☎992-5200 10月14日㈬・15日㈭・16日㈮

深良幼稚園
☎997-3598 10月19日㈪・21日㈬

富岡第一幼稚園
☎997-1277 10月７日㈬・８日㈭

富岡第二幼稚園
☎997-4155 10月14日㈬・15日㈭

須山幼稚園
☎998-0096 10月13日㈫・14日㈬

子ども保育課
995-1822

4
2015.8.1・15



農地を転用するときは、手続きを！
無断転用は農地法違反です

特集４

　農地を農地以外に利用することを農地転用
といいます。農地に建物を建てたり太陽光発
電設備を設置したりするとき、農地を道路や
駐車場にするときには、農地転用の届出や許
可が必要です。
　農地転用の手続きが必要になる土地は、地
目が田や畑などの農地です。地目が田・畑以
外でも、現在耕作されている土地は農地とし
て扱われます。

農業委員会（農林振興課）
995-1824

市街化調整区域などの農地転用は
許可が必要

　農地転用の手続きは、その農地の区域によって異な
ります。農地を一時的に資材置場や仮設現場事務所な
どの敷地として利用する場合も、農地転用の届出や許
可が必要です。
●市街化区域内の農地転用
　市街化区域内の農地を転用するときには、あらかじ
め農業委員会への届出が必要です。
●市街化区域外（市街化調整区域など）の農地転用
　市街化調整区域など市街化区域外の農地を転用する
ときには、許可が必要です。許可の申請をすると、転
用の目的、転用する農地の市街地への近接度合、転用
の確実性、周辺農地への影響などの審査が行われ、農
業委員会を経由して県知事が許可します。
　また、農用地区域内の農地（青地農地）は、原則とし
て転用することができません。転用する場合には、い
くつかの条件を満たした上で、事前に農用地区域から
除外する手続きを行い、承認を受ける必要があります。

無断転用は農地法違反

　農地を無断で転用すると農地法違反となり、転用の
効力が生じません。県知事から、工事の中止や原状回
復の命令が出されることもあります。さらに３年以下
の懲役や 300 万円以下（法人に対しては１億円以下）
の罰金が科せられる場合があります。

所有権移転を行う場合も許可が必要

　農地を農地のまま所有権移転などを行う場合は、農
地法第３条の許可が必要です。違反転用された農地を
所有していたり遊休農地のままにしていたりすると、
新たに農地を取得できない場合があります。相続や時
効などにより権利を取得した方は、農業委員会に届出
が必要です。

耕作できない場合は相談を

　相続などで農地を取得しても、農業経験がないため
耕作できない場合や、後継者がいないため農地を荒ら
してしまうおそれがあるなどの場合には、農業委員会
にご相談ください。農地の有効活用のため、農地中間
管理機構（県農業振興公社）や農地利用集積円滑化団
体（ＪＡ）などの関係機関と連携しながら、農地の貸
し手と借り手を結びつけるお手伝いをします。

　最近、太陽光など再生可能エネルギーを活用し
た発電設備を農地に設置する事例が多くありま
す。太陽光発電設備などを農地に設置する場合も、
農地転用の手続き
が必要です。設備
の設置工事に着手
する前に必ず農地
転用の手続きを済
ませてください。

農地に太陽光発電設備を
設置する場合も手続きを！
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特集５

いきいき健康生活を応援
認知症サポーター養成講座、地区サロン

介護保険課
995-1821

　市では、認知症について知ってもらうため、キャラバンメイトによる認
知症サポーター養成講座を開催しています。また、高齢者の方々が生き生
きと暮らすことができるように、交流の場として地区サロンがあります。
適度な運動や脳の活性化が、いきいきとした健康生活につながります。

介護の原因疾患　認知症が突出

　平成 26年度に市内で介護保険の要介護度の認定を
申請した理由を疾患別でみると、最も多かったのは認
知症で 428 件でした。次に多かったのは、脳血管疾
患で 249 件、次いで骨関節疾患が 208 件で、認知症
が突出していました。
　認知症は、大脳の異変により病的なもの忘れなどが
進行して、日常生活が営めなくなる病気です。高齢者
の方がいつまでも元気で健康的な生活を送るために、
認知症の予防はとても重要です。

市内の介護保険申請者の原因疾患（平成26年度）
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脳を鍛えて認知症を予防

　脳は、鍛えれば機能を維持する力を備えています。
日ごろから、低下しがちな脳の機能をしっかり使うこ
とで、認知症になるのを防ぐことができます。
①注意力を鍛える
　自分が興味を持てるもの、例えば趣味や仕事、将棋
などのゲームに集中することで機能が向上します。
②注意分割機能を鍛える
　注意分割機能は、２つ以上のことを同時に行うとき
に適切に注意を配る機能のことです。「調理の際にお

湯を沸かしながら野菜を切る」など、いくつもの注意
を並行して行う作業が効果的です。
③記憶力を鍛える
　日記をつけてみましょう。今日の出来事は簡単に思
い出せる方は、１日遅れ、２日遅れの日記をつけると
鍛えられます。記憶力の維持のためには、常に忘れそ
うなことを記憶しておこうという意識を持っているこ
とが大切です。
④思考力（計画力）を鍛える
　日ごろからやっていることを順序立てて計画してみ
ましょう。例えば、料理を作るとき「温かいうちに全
部の料理を出すには、どんな手順で作ったら良いか」
などを計画してから実行する癖をつけると、思考力の
アップにつながります。

認知症サポーター養成講座を開催

　認知症についての研修（キャラバンメイト養成講座）
を受け、登録された方々がキャラバンメイトです。キャ
ラバンメイトは、認知症の正しい知識を広めるため、
地域や学校などに出向いて、認知症サポーター養成講
座を開催しています。
対 象／小学生以上の５人以上の団体
内� 容／認知症の基礎知識やサポーターとしてできる
ことなどを学びます。講話のほか、寸劇や紙芝居を
使うこともあります。
申し込み／介護保険課　☎ 995-1821

認知症の方への対応についての寸劇
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　高齢者の方が、要介護状態になることを予防し、健
康的な生活が送れるようにするための交流の場です。

問合せ／●…社会福祉協議会　☎ 992-5750
　　　　★…地域包括支援センター　☎ 995-1288
　　　　□…介護保険課　☎ 995-1821
� ７月１日現在

特集５

区分 サロン名 とき ところ 対象
● 佐野若狭区ふれあい塾 第４㈮

10時～12時 佐野一集会所 区民

★ 西地区たのしみサロン 第１㈫
10時～11時30分

あじさいホール
（西幼稚園北） 市民

● 桃園区ふれあいサロン 月１回（不定期）
13時～15時 個人宅 区民

□ 南地区たのしみサロン 第３㈭
10時～11時30分 南小学校 市民

● 南町区ふれあいサロン 第４㈭
10時～11時30分 南町区公民館 区民

● 緑町区陽だまり会 第３㈬
10時～11時30分 東西公民館 区民

● 富士見台区いきいきサロン 第１㈮
10時～11時30分 富士見台公民館 区民

● 公文名５区ふれあいサロン 第３㈬
９時30分～12時 公文名５区公民館 区民

● 青葉台区ふれあいサロン 毎週㈪
10時～15時 青葉台公民館 区民

● 和泉区ふれあい井戸端 第４㈫
10時～11時30分 和泉区ふれあいの家 区民

● 中丸区ふれあいサロン 第３㈬
13時30分～15時 中丸上区公民館 区民

● 中丸下区ふれあいサロン 第２・４㈪
13時～15時 個人宅 区民

● 中丸下区ひだまりサロン 第４㈭
10時～11時30分 中丸下区公民館 区民

● 天理町区ふれあいサロン 毎月１回（10日前後）
10時～11時30分 天理教信者会館など 区民

● 東地区ふれあいサロン 第１㈬
10時～11時30分 東地区コミュニティセンター 市民

● 平松地区ふれあいサロン 第３㈯
10時～11時30分 平松公民館 区民

● ふれあい塾本村下 第４㈬
13時～15時 平松本村下公民館 区民

● 鈴原区ふれあいサロン 第１㈫
10時～12時 鈴原集会所 区民

● 深良地区サロンコスモス会 第１㈮
13時30分～15時30分 深良支所 市民

● コミュニティキッチンわいち 第２㈪
11時30分～14時 和市集会所 区民

□ いきいき健康サロン千福が丘 毎月１回（20日前後）
13時30分～15時30分 千福が丘町内会館 市民

● 呼子地区ふれあいサロン 第１㈭
10時～11時30分 呼子公民館 市民

● 千福南区ふれあいサロン 年２回程度
10時～17時 集会場 区民

● 千福が丘ハートサロン 毎週㈮㈯
10時～17時 千福が丘アートサロン 市民

□ 富岡地区サロン花の会 第１㈪
13時30分～15時30分 富岡支所 市民

□ 須山ごんべっこの会 第２㈭
13時30分～15時 須山地区研修センター 市民

● 須山地区いってみよう会
（十里木地区）

第１・３㈭
10時30分～11時30分 富士急別荘地管理事務所 区民

※�掲載しているサロンは、社会福祉協議会などが講師の派遣など支援を行っているサロンです。未掲載のサロンが
あれば、介護保険課へご連絡ください。また、地区サロンなどで活躍するボランティアの方を随時募集しています。

地区サロン
～地域の高齢者の交流の場～
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特集６

住宅に係る固定資産税の減額措置
新築、耐震改修、省エネ改修、バリアフリー改修などが対象

課税課
995-1809

　住宅の新築や耐震、省エネ、バリアフリーなどのために改修した場合、
要件に該当すると固定資産税が減額されます。減額措置や申告方法は制度
によって異なります。着工前に課税課にご相談ください。

新築住宅の減額措置

　住宅を新築した場合、一般の住宅は新築後３年間、
３階建て以上の中高層耐火住宅は新築後５年間、居住
部分のうち住宅１戸につき床面積 120㎡分までの固
定資産税額が２分の１に減額されます。
対　象／以下のすべての要件を満たす住宅
　①�床面積 50㎡～ 280㎡の専用住宅
　②�居住部分の床面積の割合が２分の１以上で、その
床面積が 50㎡～ 280㎡の併用住宅

　③�住宅１戸あたりの床面積が 40㎡～ 280㎡の一戸
建て以外の賃貸住宅・共同住宅など

住宅の耐震改修に伴う減額措置

　別荘以外の既存住宅を、耐震のために改修工事を
行った場合、工事が完了した年の翌年度のその家屋に
係る固定資産税が減額されます。居住部分のうち住宅
１戸につき床面積 120㎡分までの税額が２分の１に
減額されます。
対　象／以下のすべての要件を満たす住宅
　①昭和 57年 1月 1日に存在していた住宅
　②現行の耐震基準に適合した改修が行われたもの
　③工事費が 50万円以上のもの
　④工事完了日が平成 27年 12月 31日までのもの
　※�併用住宅は、居住部分の床面積の割合が２分の１
以上のものが対象です

申�　告／改修後３ヵ月以内に現行の耐震基準に適合し
た改修であることの証明書を提出してください。

長期優良住宅に係る減額措置

　長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する
長期優良住宅の認定を受けた住宅を新築した場合、一
般の住宅は新築後５年間、３階建て以上の中高層耐火
住宅は新築後７年間、居住部分のうち住宅１戸につき
床面積 120㎡分までの固定資産税額が２分の１に減
額されます。
対　象／以下のすべての要件を満たす住宅
　①�新築住宅の減額措置を受けるための要件をすべて
満たしているもの

　②�長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に
基づき、耐久性や安全性などの住宅性能が一定基
準を満たすものとして、県や市などの所管行政庁
の認定を受けた住宅

　※�必ず新築工事着工前に所管行政庁へ長期優良住宅
建築等計画の認定申請を行ってください。

　③平成 28年 3月 31日までに新築された住宅
申�　告／新築家屋の評価時に、申告書と所管行政庁が
発行する認定通知書を提出してください。
　※�この減額措置の適用を受けた場合、新築住宅の減
額措置は適用されません。

例えば…
　延床面積 150㎡で１年目の本来の固定資産税
額が 15 万円の２階建て専用住宅Ａ（住宅戸数１
戸）を、新築した場合

減額の対象となるのは、120㎡分の税額なので
150,000 円（税額）× 120㎡／150㎡
� ＝ 120,000 円

120,000 円が減額対象

120㎡分の税額が、１/２に減額されるので
120,000 円× 1/2 ＝ 60,000 円

60,000 円が減額

この住宅の１年目の固定資産税額は、
150,000 円（本来税額）− 60,000 円（減額分）
 ＝ 90,000 円

90,000 円です。
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特集６

住宅の省エネ改修に伴う減額措置

　別荘と賃家以外で平成 20年１月１日に存在する住
宅に対し、次の要件を備えた省エネ改修工事を行った
場合、工事が完了した年の翌年度分のその家屋に係る
固定資産税が減額されます。居住部分の床面積 120
㎡分の税額が３分の２に減額されます。
対　象／以下のすべての要件を満たす住宅
　①�省エネ改修工事を平成 28 年 3月 31 日までの間
に実施したもの

　②�省エネ改修工事に要する費用が50万円以上のもの
　③�次の⑴～⑷の工事のうち⑴を含む工事を行ったもの
　　⑴窓の改修工事
　　⑵床の断熱改修工事
　　⑶天井の断熱改修工事
　　⑷外壁の断熱改修工事
申�　告／改修後３ヵ月以内に⑴～⑷の工事により、そ
れぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合する
こととなった証明書（熱損失防止改修工事証明書）を
提出してください。
　※�新築住宅の減額措置と耐震改修工事に伴う減額措
置が適用されたものには、この減額措置は適用さ
れません。

　※この減額措置の適用は１回限りです。

住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置

　別荘と賃家以外で平成 19年１月１日以前から存在
していた住宅をバリアフリー改修した場合、工事が完
了した年の翌年度分のその家屋に係る固定資産税が減
額されます。居住部分の床面積 100㎡分までの税額
が３分の２に減額されます。
対　象
　①居住者の要件
　　以下のいずれかの方が居住していること
　・65歳以上の方
　・要介護認定、要支援認定を受けている方
　・障害者手帳などをお持ちの方
　②改修工事の要件
　　以下のすべての要件を満たす住宅
　・��平成 28 年３月 31 日までに次の⑴～⑻いずれか
の工事を行ったもの

　　⑴廊下の拡幅
　　⑵階段の勾配の緩和
　　⑶浴室の改良
　　⑷便所の改良
　　⑸手すりの取付け
　　⑹床の段差の解消
　　⑺引き戸への取替え
　　⑻床表面の滑り止め化
　・��工事費から補助金などを控除し、自己負担額が
50万円以上のもの

申　告／改修後３ヵ月以内に申告してください。
　※この減額措置の適用は１回限りです。児童福祉法関係

　・事業所内保育事業の用に供する固定資産
　・家庭的保育事業の用に供する固定資産
　・居宅訪問型保育事業の用に供する固定資産
� 子ども保育課　☎ 995-1822

高齢者の居住の安定確保法関係
　・新築のサービス付高齢者向け賃貸住宅の固定資産
自立支援法関係
　・認定生活困難就労訓練事業の用に供する固定資産
� 社会福祉課　☎ 995-1819

　固定資産税は、毎年１月１日現在の土地、家屋、
償却資産の所有者に課税されます。例えば、今年の
７月１日に家を新築した場合、その家は平成 27年
１月１日時点ではなかったので、平成 27年度は課
税されません。平成 28年１月１日時点では、家が
存在しているので、平成 28年度から課税されます。
新築住宅の減免措置の適用も、平成 28年度からに
なります。

新築した家屋は
いつから固定資産税が課税されるの？

非課税・税額などの特例の
問い合わせ
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今月の写真

Photograph ７月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／松寿院

７月に咲くハスの花

青少年非行防止を呼び掛け� ７月１日

　今年も深良の松寿院でハス池の花が満開となりました。毎年７月
になると、直径20 ～30cm もある白やピンクの花が順番に咲いて
いきます。ハスの花は早朝に開いて午後は閉じてしまいます。花の
寿命は４日ほどですが、種子の生命力は1,000年以上といわれてい
ます。

　「青少年の非行・被害防止強化月間」と「社会を明るくする運動
強化月間」の街頭キャンペーンが、市内 10 カ所で行われました。
関係委員の皆さんは、街頭で乗降客や買い物客に啓発パンフレット
などを手渡しながら、非行・被害防止を呼び掛けました。

夏山の安全願う富士山須山口開山式� ７月１日

　富士山世界遺産の構成資産・須山浅間神社で、富士山登山道須山
口開山式が行われました。地元関係者など約 110 人が参列し、富
岳太鼓の演奏と共に、夏山の安全を祈願しました。雨のため、テン
トの中でテープカットを行った後、登山道を目指しました。
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31事業所の90人が煙の中の避難訓練� ７月２日

　防火協会第１回消防訓練が、消防署で行われ、防火協会に加入す
る31事業所の90人が参加しました。消防署の職員から消火器や消
火栓の使い方、通報の仕方などを学びました。また、充満する煙の
中、鼻と口を押さえながら逃げる訓練を行いました。

Photograph 2015.7

高齢者の見守りネットワークを強化� ７月３日

わあ、やわらか～い！赤ちゃん抱っこ初体験� ７月８日

交通安全の願いを短冊に� ７月３日

婦人バレーボールに13チームが参加� ７月５日

　「高齢者見守りネットワーク事業に関する連携協定」を警察署、
郵便局、新聞販売店との間で結びました。配達の途中、異変を発見
したら市へ連絡するなど、連携が強化されます。また、警察署と「徘
徊高齢者等見守りネットワーク事業に関する協定」も結びました。

　須山中学校で「みらいのパパ・ママスクール」が開かれました。
この事業は、国の少子化対策強化交付金を活用し、昨年度から市内
の各中学校で行われています。「わあ、赤ちゃんって、やわらか～い」
と生徒たちの感想。赤ちゃんと触れ合う貴重な時間となりました。

　深良幼稚園で七夕の交通安全教室が行われました。年長の園児
12 人が保護者と一緒に短冊に交通安全にちなんだ願いを書き、七
夕飾りを作りました。飾り付けの後、年少・年中の園児も加わり、
県警察音楽隊の演奏を楽しみました。

　婦人バレーボール大会が、市民体育館などで行われました。13
チーム 138 人の選手が参加し、熱戦を繰り広げました。試合は４
部リーグに分かれて行われ、１部リーグでは上ケ田チームが優勝し
ました。市民体育館改修前の最後の大会となりました。

全国の７チームが熱い戦いを� ７月４日

　障がい者野球の普及と各地域との交流などを目的に、第 12 回身
体障害者野球大会「ＤＲＥＡＭ ＣＵＰ」が、運動公園野球場など
で開催されました。地元の「静岡ドリームス」を始め、全国各地か
ら集まったチームが、年に１度の熱い戦いを繰り広げました。
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インフォメーション

Information

８月15日㈯に黙とうを

　８月15日㈯は、戦没者を追悼し
平和を祈念する日です。全国戦没者
追悼式にあわせて、正午にサイレン
を鳴らします。先の大戦で亡くなられ
た方々を追悼し、平和を祈念する
ため、黙とうをささげてください。
�社会福祉課　995-1819

浄化槽くみとりの休止

　次の期間は浄化槽清掃業者が休
業するため、くみとりができません。
�８月 12日㈬～ 16日㈰　
各�地区の清掃業者／●西・東・深
良▶山水総業　☎ 992-1561
●富岡・須山▶富士クリーン
サービス　☎ 997-6100
�上下水道課　995-1835

国民健康保険の保険証更新

　10 月１日㈭から使用できる新
しい保険証を、９月 30日㈬まで
に郵送します。普通郵便以外での
配布（特定記録郵便・簡易書留・市
役所窓口での受け取り）を希望す
る方は事前に国保年金課へご連絡
ください。
�国保年金課　995-1814

ベネフィ駿東
フェスティバルの開催

　会員でない方も参加できます。
�９月 6日㈰　10時～ 16時
�富士山樹空の森
�ステージイベント、ヒーローショー
（手裏剣・戦隊ニンニンジャー）、
飲食ブース、もちまきなど
�ベネフィ駿東　0550-87-7575

キャンプ場記念品
プレゼント

　県民の日にキャンプ場を利用す
る方に、すそのんのクリアファイ
ルをプレゼントします。
�８月 21日㈮
�十里木キャンプ場
�生涯学習課　992-3800

防衛大学校総合選抜
採用試験

�９月 26日㈯
�18 歳以上 21 歳未満の志操健
全、身体強健な方
９月５日㈯～９日㈬
�自衛隊三島募集案内所
　989-9111

国保高齢受給者証新規交付会

　９月１日㈫から対象となる方に
受給者証を交付します。
�８月 27 日㈭　10 時 20 分～
11時 20分
�福祉保健会館研修室
�昭和 20 年８月２日から９月１
日までに生まれた方
通�知／対象の方には、事前にはが
きでお知らせします。転入して
きた方や通知のない方はご連絡
ください。
保険証、筆記用具など
�国保年金課　995-1814

児童扶養手当の支給

　８月 11日㈫は児童扶養手当の
支給日です。児童扶養手当は、
18 歳になる日以後の最初の３月
31 日までの児童がいる母子・父
子家庭などで、認定請求書を提出
し、認定された方に支給します。
支給日／４月、８月、12月の11日

�●支給日に、前月までの４カ月
分を支給します。●必要な届出
をしていない場合、支給が保留
されることがあります。●８月
は児童扶養手当の更新手続きの
月です。受給資格者の方には８
月上旬に通知をお送りします。
�子育て支援課　995-1841

広報すその７月15日号
おわびと訂正

　広報すその７月15日号10ペー
ジの「ゆうりんかん千福オープン」
の記事の電話番号に誤りがありま
した。おわびして訂正します。
　×ゆうりんかん千福 995-9251

　➡
　○ゆうりんかん千福 955-9251
�障がい福祉課　995-1820

市民無料相談

�８月 20 日㈭　※受付▶終了時
刻 20分前まで
�市役所 4階会議室
相談時間・内容
　�●資格団体相談（10時～12時）▶
土地、家屋（マンション含む）、相
続、各種登記、会社の設立、増資、
成年後見業務、社会保険労務な
どに関する相談。司法書士、行政
書士、社会保険労務士、宅地建
物取引主任、土地家屋調査士、建
築士、マンション管理士が応じます。
●人権相談（10時～12時・13時～
15時）▶子どもの人権、女性の人
権、そのほか差別待遇などの人権
問題の相談。●行政相談（10時～
12時・13時～15時）▶行政に対す
る苦情・要望・問い合わせなどの
相談。●税務相談（10時～12時）
▶各種税金についての相談。
戦略広報課　995-1802
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お知らせ

日時　 会場　 対象　 内容　 定員　 参加費・使用料など　 持ち物　 申し込み・申込方法
申込期限・期間　 そのほか　 問い合わせ　 Web　 Mail　 FAX　

認知症を語る会

　申し込みは不要です。直接会場
にお越しください。
�９月４日㈮　13時30分～15時
�福祉保健会館１階
�認知症の方を介護している家族
の方
�介護家族の会（杉山）
　090-1984-9977
　社会福祉協議会　992-5750

勤労者のための貸付制度

　市と労働金庫が協調融資する勤
労者向けの貸付制度です。貸付利
率は、平成 28 年３月 31 日まで
に貸付を受ける場合の利率です。
【勤労者住宅建設資金貸付制度】
�勤労者の方で、市内に住むため
に住宅を新築・増改築（リフォー
ムを含む）する方、土地・建物
を購入する方
貸付限度額／ 1,000 万円
返済期間／①５年② 10 年から
35年までの期間　※１年単位
貸付利率／① 0.8％② 1.0％
　※ 10年固定金利
【勤労者教育資金貸付制度】
�市内に住んでいる勤労者の方で、
自身やその子どもの高校・大学
などの教育費用が必要な方
貸付限度額／ 300 万円
返�済期間／５年　※在学期間中の
据え置き可
貸付利率／ 1.6％
�労働金庫裾野支店　993-8111
　商工観光課　995-1857

すそのスタイルvol.4発行

　テーマは「うるおい、水の恵み」
で、世界「かんがい施設遺産」深
良用水や市の水にまつわる情報を
紹介します。
市�内の配布場所／市役所、各支所、
観光協会、裾野駅、主要観光施
設、宿泊施設など
郵�送／電話で在庫確認後、住所、
氏名、連絡先、希望部数を記載
し、返信用の切手を同封して、
戦略広報課へ送付してください。
切手は、希望部数が１冊の場合

は120円分、２冊の場合は140
円分、３冊の場合は180円分を
同封してください。※１人３冊
まで
�すそのスタイルは、市公式ウェ
ブサイトからダウンロードでき
ます。
�戦略広報課　995-1802
　〒 410-1192　佐野 1059 番地

�市内に住んでいるか通勤してい
る方
�生涯学習課にある申込用紙に必
要事項を記入し、お申し込みくだ
さい。申込用紙は市公式ウェブ�

サイトからダウンロードできます。
�団体申込▶８月１日㈯～20日㈭
　個人申込▶�８月20日㈭～�

９月１日㈫
生涯学習課　992-3800

部門 期間 内容

第
１
部

展覧会 10月28日㈬～
11月１日㈰　

一般書道、篆
てん
刻、短歌、俳句、連句、

盆栽、ジュニア（書道・生け花）
吟道祭 10月31日㈯ 詩吟、詩吟体験、大合吟

囲碁大会
11月１日㈰

囲碁愛好会員と市民の公開対局など

音楽祭 合唱、弦楽合奏、アルパ、ハーモニ
カなど

第
２
部

展覧会 11月11日㈬～
　15日㈰

絵画、写真、押花絵、押絵、染色、
紙手芸、紙バンド、和紙ちぎり絵、
アメリカンフラワー、七宝焼、彫刻、
陶芸、華道、フラワーデザインなど

茶会 11月14日㈯ 表千家茶道教室
11月15日㈰ 図書館茶道教室（裏千家）

芸能祭
日舞・邦楽の部 11月14日㈯ 日本舞踊、民謡、民踊、箏曲など

芸能祭
洋舞・音楽の部 11月15日㈰

童唄、歌謡曲、大正琴、バレエ、フ
ラメンコ、フラダンス、手話ダンス
など

市民芸術祭・出展・出演・出場者募集

�●場所はいずれも市民文化センターです。●音楽祭では、大合唱（モル
ダウ）の一般出演者を募集しています。●ステージ出演は団体のみの募
集です。●展示作品には大きさ・個数の制限があります。
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インフォメーション

Information

９月　水道工事当番店 ９月　税金・料金

９月　カレンダー

※工事、修理は有料です。 納付期限：９月 30 日㈬

５日㈯ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

６日㈰ ㈲細野設備
☎992-2465

12日㈯ ㈲渡辺設備
☎992-3034

13日㈰ 鈴木住宅設備
☎993-3901

19日㈯ ㈲古谷設備工業
☎992-5379

20日㈰ ㈲北住設機器
☎993-1250

21日㈪ ㈲井上設備工業
☎997-4578

22日㈫ ㈲杉山産業
☎992-1131

23日㈬ 山崎設備
☎997-6766

26日㈯ ㈱西島工業
☎993-1070

27日㈰ 植松水道
☎992-4644

８月26日㈬
～９月29日㈫ 市議会９月定例会

１日㈫
防災の日
総合防災訓練

12日㈯ 敬老会

21日㈪
～30日㈬ 秋の全国交通安全運動

国民健康保険税・介護保険料 第３期分

後期高齢者医療保険料 第２期分

駿東地域職業訓練センター
９月講座

�●技能講習▶フォークリフト運転
技能講習（最大荷重１ｔ以上）、ガ
ス溶接技能講習●特別教育・安全
衛生教育▶伐木作業の安全衛生
講習（中小径木対応）、刈払機取
扱作業者安全衛生講習●パソコン
コース▶パソコン入門（ビギナーズ
コース）、ワード基礎、エクセル基礎、
ワード活用、エクセル活用、夜間
ワード基礎、夜間エクセル基礎●カ
ルチャーコース▶夜間英会話、アロ
マ教室、フラワーアレンジメント、手
作り木綿ぞうり教室、絵画教室
�駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

市町対抗駅伝競走大会
第２回市選手選考記録会

　この記録会の記録を、12月５日㈯
に開催される市町対抗駅伝競走大
会の出場選手選考の参考にします。
�８月 29日㈯　17時 40分集合
�運動公園陸上競技場
�選考種目／●小学男女　1500ｍ
●中学男女・高校女子　3000ｍ
●一般女子　4000ｍ●高校男
子・一般男子・壮年　5000ｍ
�●市内に住んでいるか通勤して
いる方　※小中学生、高校生は
保護者が市内に住んでいる方●
市内の中学を卒業した方
�申込用紙を生涯学習課か運動公
園、市民体育館仮設事務所（市
立水泳場）に提出してください。
�８月 27日㈭
�生涯学習課　992-3800

年金相談

　年金事務所の職員が、諸届出の
受付や手続きの相談に応じます。
�９月 29日㈫　10時～ 13時
�市役所 1階市民相談室
�14 人程度（先着順）
�事前に国保年金課へお申し込み
ください。※電話可
�９月 15日㈫
�国保年金課　995-1813

あしたか山麓裾野そばの
農業体験

　市とＪＡが特産化を進めている
あしたか山麓裾野そばの農業体験
などを行います。
�①９月５日㈯９時～※雨天順延
　②11月21日㈯９時～※雨天順延
　③12月19日㈯９時～
�①②学校給食センター近くのそ
ば畑③市民文化センター調理実

習室
�市内に住んでいる親子かグルー
プで３回出席できる方　
�20 人（先着順）
�①そばの種まき②収穫とそば加
工施設見学③そば打ち体験
�８月 25日㈫
� 農林振興課　995-1823

弁護士による法律相談

　弁護士が各種法律の相談に応じ
ます。相談は予約制です。
�９月 24日㈭　10時～ 12時
�市役所４階 401 会議室
�６組（先着順）
�予約は、９月１日㈫８時 30 分
から電話で受け付けます。
�●相談時間は１組20分以内です。
●相談内容によっては、ほかの
相談で対応することもあります。
� 戦略広報課　995-1802
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Health

８月の健康コーナー 健康推進課

  992-5711

裾野赤十字病院夜間当直医診療科 エイズ検査・肝炎検査

健康相談・教室 健診・教室

来院時のお願い エイズ検査・Ｂ型肝炎検査・梅毒検査
日（曜日） 時　間

８月 4日㈫ 17 時～ 19 時 45 分
８月11日㈫  9 時～ 11 時 30 分
８月18日㈫ 13 時～ 15 時 30 分
８月26日㈬  9 時～ 11 時 30 分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間

８月11日㈫  9 時～ 11 時 30 分
８月26日㈬  9 時～ 11 時 30 分

●�急患の方は来院前に必ずお問い合わせください。
●�夜間当直医の診療は一次救急の範囲内ですので、検
査投薬も必要最小限となります。
●�疾患の重症度によっては二次救急への転送もありま
すのでご了承ください。

予約が必要です。
８月４日㈫は、クラミジア検査も実施します。
エイズ検査の結果は約１時間 30分後に分かります。
プライバシーは堅く守られます。
ところ／県東部保健所
　　　　県東部総合庁舎２階
　　　　（沼津市高島本町1-3）

　個人通知はしません。お申し込みは健
康推進課へ。※は申し込みが不要です。

　個人通知します。対象者で通知が届かない
場合は、ご連絡ください。

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ 3・17・24日㈪
９時～10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望する方

母子食事健康相談 24日㈪
13時～15時 妊産婦・乳幼児

パパママスクール 27日㈭
18時～18時30分 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 17日㈪
13時～15時

生活改善に関する相談
を希望する方

成人食事健康相談 ３日㈪
13時～15時

生活習慣病予防の食事
指導を希望する方

歯や口の健康相談 28日㈮
13時～15時

歯や口に関する相談を
希望する方

事業名 日・受付時間
対象者

６カ月児
育児教室

４日㈫　９時～９時15分
平成27年２月生まれの方

１歳６カ月児
健康診査

18日㈫　13時15分～13時45分
平成26年２月生まれの方

２歳児
親子教室（運動）

25日㈫　９時～９時15分
平成25年８・９月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

６日㈭　13時～13時15分
平成25年２月生まれの方

３歳児
健康診査

20日㈭　13時～13時30分
平成24年８月生まれの方

日 月 火 水 木 金 土
1

外科
2 3 4 5 6 7 8

内科 外科 内科 整形 内科 内科 内科
9 10 11 12 13 14 15

外科 外科 内科 内科 内科 整形 内科
16 17 18 19 20 21 22

外科 内科 内科 外科 内科 整形 ※
23 24 25 26 27 28 29

内科 外科 内科 外科 外科 内科 内科
30 31

整形 外科

裾野赤十字病院
992-0008

県東部保健所
地域医療課

920-2109
※22日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から内科

　３人グループで３カ月間、生活
改善に取り組む教室です。
①８月27日㈭　９時30分～14時
　②９月30日㈬　13時～15時30分
　③11月４日㈬　13時15分～16時
福祉保健会館
�市に住民登録のある 20 歳から

74歳までの方
�15 人
�①講話「プロに学ぼうⅠ生活習
慣と体のしくみ」②健康長寿の
ための運動③講話「プロに学ぼ
うⅡ歯周病と生活習慣病の深い
関係」

�400 円　※①受講時にお持ち
ください。
８月 21日㈮
�すその健康マイレージの対象事
業です。
健康推進課　992-5711

すその 33プログラム参加者募集
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今月の救急協力医

８月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈰

髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 東医院 921-5520 高沢町

池田病院 986-1212 本宿 よざ小児科医院 967-5722 原

須山診療所 998-0006 須山 遠藤クリニック 975-8801 久米田

17 ㈪ おおい神経内科 922-8886 北高島町 清水館医院 993-2323 茶畑 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

18 ㈫ べっく・メディカ
ル・クリニック 921-1300 西沢田 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色 田中医院 921-2053 高島町

19 ㈬ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 頴川医院 921-5148 高島本町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

20 ㈭ 鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

21 ㈮ 大坂屋クリニック 995-3100 佐野 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

22 ㈯ 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 松下 坂小児科医院 931-3233  下香貫

前原

23 ㈰

杉山医院 972-3223 伏見 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

田沢医院 962-1205 大手町 込宮クリニック 992-8686 茶畑 西村医院 971-6510 下土狩

込宮クリニック 992-8686 茶畑 御成橋
栄クリニック 952-2525 通横町

24 ㈪ 南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 田沢医院 962-1205 大手町 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

25 ㈫ おぐち医院 992-6611 深良 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 よざ小児科医院 967-5722 原

26 ㈬ 小林内科医院 921-2165 米山町 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 坂小児科医院 931-3233  下香貫

前原

27 ㈭ あそうクリニック 929-7575 筒井町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111  下香貫
馬場

28 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 ふじわら

クリニック 924-8777 寿町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日・祝日 ８時 ～ 18 時
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８月後期

救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  935-0119

日 内 科 外 科 小児科

29 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 聖隷沼津病院 952-1000 松下 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

30 ㈰

武藤医院 931-0088 三園町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

大庭内科・消化器
科クリニック 995-1123 佐野 五十嵐クリニック 934-6700 志下

31 ㈪ 福士内科
クリニック 932-3553  下香貫

藤井原 守重医院 931-2511  我入道
江川

さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

日 耳鼻科 ８時～17時 眼 科 ８時～17時 産婦人科 ８時～17時 歯 科 ９時～15時

16 ㈰ ぬまづ島田耳鼻咽喉科医院
924-0780 杉崎町　

山秋眼科医院
924-4680 筒井町　

聖隷沼津病院
952-1000 松下　　

室伏歯科医院
992-2439 公文名　

23 ㈰ 長谷川耳鼻咽喉科医院
0545-30-8733 浅間本町

あいあい眼科クリニック
967-7715 原　　　

井関マタニティクリニック
952-4103 八幡町　

吉田歯科医院
987-6118 納米里　

30 ㈰ 芹沢耳鼻咽喉科クリニック
993-8000 茶畑　　

聖隷沼津病院
952-1000 松下　　

いながきレディース
クリニック
926-1709 宮前町　

米山歯科医院
988-8211 南一色　

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

�沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター
平 日　20時30分～翌朝７時
土曜日　18時～翌朝７時
日祝日　18時～翌朝７時

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31
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今月の救急協力医

９月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

１㈫ 大沢医院 931-1019 御幸町 鈴木医院 993-0430 佐野 田中医院 921-2053 高島町

２㈬ 旭医院 966-0031 原 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

３㈭ 高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

４㈮ 林医院 931-1120 住吉町 遠藤クリニック 975-8801 久米田 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

５㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 池田病院 986-1212 本宿 よざ小児科医院 967-5722 原

６㈰

稲玉内科
クリニック 991-5111 伏見 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

福士内科
クリニック 932-3553  下香貫

藤井原 田中医院 921-2053 高島町

田中クリニック 992-1881 伊豆島田 田中クリニック 992-1881 伊豆島田

７㈪ かとう内科医院 946-5562 大岡 田沢医院 962-1205 大手町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

８㈫ 髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 こんどう

クリニック 925-2420 岡宮 坂小児科医院 931-3233  下香貫
前原

９㈬ 境医院 975-8021 竹原 松原医院 962-1496 白銀町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

10 ㈭ 新井内科
クリニック 992-0811 久根 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111  下香貫

馬場

11 ㈮ つかだ医院 983-1577 堂庭 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

12 ㈯ 清流クリニック 941-8688 堂庭 聖隷沼津病院 952-1000 松下 西村医院 971-6510 下土狩

診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日・祝日 ８時 ～ 18 時
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９月前期

救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  935-0119

日 内 科 外 科 小児科

13 ㈰

あそうクリニック 929-7575 筒井町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

永野医院 962-4450 大岡 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 五十嵐クリニック 934-6700 志下

14 ㈪ 本村クリニック 969-0001 大塚 東医院 921-5520 高沢町 原小児科医院 962-0636 八幡町

15 ㈫ 杉山医院 992-0028 平松 大沢ハート
クリニック 929-1313 若葉町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

日 耳鼻科 ８時～17時 眼 科 ８時～17時 産婦人科 ８時～17時 歯 科 ９時～15時

６㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町　　

瀬尾眼科医院
933-9900 市場町　

安達産婦人科クリニック
976-0341 寿町　　

メイヨ歯科医院
972-3846 長沢　　

13 ㈰ 沼津市立病院
924-5100 東椎路　

関眼科胃腸科医院
975-2381 東本町　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

渡辺歯科医院
931-1236 徳倉　　

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市

�沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター
平 日　20時30分～翌朝７時
土曜日　18時～翌朝７時
日祝日　18時～翌朝７時

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31
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９月の休館日 ７日㈪・14日㈪・17日㈭・
24日㈭・28日㈪

根上　創
そう
太
た

くん
（３歳・須山二）

入江　佑
ゆう
真
ま

くん
（２歳９カ月・御宿台）

福迫　結
ゆい
菜
な

ちゃん
（２歳 11 カ月・矢崎）

飯塚　飛
ひ
友
ゆう

くん
（３歳・伊豆島田）

勝又　央
ひろ
夢
む

くん
（２歳 10 カ月・富沢）

熊谷　華
はな
子
こ

ちゃん
（２歳９カ月・トヨタ）

MONGOL800
People People TOUR 2015

　裾野に初めてMONGOL800が登場します。通算
７枚目となるオリジナルアルバム『People�People
（ピーポーピーポー）』のリリースツアーを開催します。
と　き／11月７日㈯　18時～　※開場▶17時30分
料　金／全席指定　5,500円（税込み）
　　　　※�小学生以上有料。未就学児ひざ上鑑賞１

人まで無料。
発売日／８月15日㈯　10時～
　　　　※１人４枚まで購入できます。

8月の休館日
３日㈪・10日㈪・17日㈪・
24日㈪・31日㈪

●９月の行事予定
おはなしの会
 ５日㈯ 14時30分～ おはなしのへや
 26日㈯ 11時～ 文化センター図書室

親子おはなし広場
 ８日㈫ 10時30分～ 展示室

ファーストブック
 16日㈬ ９時～12時 展示室
 23日㈬ 13時～16時 展示室

●新刊紹介
●すし食いねえ
著：吉橋通夫　講談社（講談社・文学の扉）

●かもめたくはいびん
著：いしいひろし　白泉社（MOE のえほん）

えほん

●あの家に暮らす四人の女
著：三浦しをん　中央公論新社

●負けない力
著：橋本治　大和書店

新書


